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普及が進まなかった 
電子図書館サービスに 
変化が起こり始めてきた

電子書籍の普及は上昇傾向に
あると言われていますが、電子書
籍先進国と言われるアメリカと比
べると、電子書籍の利用率は半分
以下。公共図書館の導入にいたっ
ては、アメリカが95％（Library 
Journal誌2014年調査）に対して
日本はわずか4％程度（電子出版制
作・流通協議会2017年7月調査）
という状況です。

ところが新型コロナウイルスの
蔓延により、昨年から状況が変
わってきました。総務省の情報通
信白書（令和3年度版）によると、
昨年の緊急事態宣言下で利用し
たデジタル系サービスでは、電
子書籍・電子コミックの利用率が
テレワーク利用率よりも高いとい
う結果に。また、政府の「新型コ

新しい図書館利用のスタンダード化を目指す
電子図書館サービス

ロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金※2」により、公共図
書館も電子書籍貸し出しサービス
導入に踏み切る自治体や民間図
書館が増えてきました。「LibrariE」
という図書館向けの電子書籍貸し
出しサービス（以下、電子図書館
サービス）を開発・展開している
株式会社日本電子図書館サービス
でも、サービスを導入した図書館
は2019年度末で164館だったの
に対し、2021年8月時点では463
館と増加し、増加率も立ち上げ以
来最高だったそうです。緩慢な伸
び率だった電子図書館サービスも、
テレワークなどと同様に、コロナ
禍が普及促進につながりました。

図書館が抱える 
コスト面・労力面の負担を 
軽減できるシステム開発

電子図書館サービス導入が伸

び悩んだ要因の一つとして、﨑󠄁山
氏は、「設備投資などのコスト面・
運用における労力面」だと指摘。
そのため、同社は、そういった図
書館側の負担を軽減できるプラッ
トフォーム※3「LibrariE」を開発しま
した。このシステムは、同社が出
版社・著者・利権者と電子書籍配
信許諾契約を結び、そのアクセス
権を図書館側に販売するスタイ
ル。しかも、クラウド型のサービ
スなので、図書館側が自前のサー
バーや、専用のシステムを構築・
運用する必要はなく、用意された
プラットフォームにパソコンからア
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株式会社日本電子図書館サービス（JDLS）
総務省の情報通信白書によると、日本における電子書籍の利用率は24.2％※1と、まだ普及途上と言えそうですが、昨
年からコロナ禍の影響もあり、図書館による電子書籍の貸し出しが注目されています。今回はその普及推進の一役
を担っている、株式会社日本電子図書館サービスの代表取締役社長・二俣 富士雄氏と代表取締役専務・﨑󠄁山 智弘氏に、
電子図書館サービスの現状と今後について話をうかがいました。

クセスするだけで利用できます。
このサービスなら図書館側は、費
用や労力面での軽減が図れます。

二俣氏も「サービスの利用料と
電子書籍コンテンツのアクセス権
の料金を図書館側が支払い、利
用者は従来通り無料で借りること
ができます。ただし、アクセス権
は一つの書籍に対して一つという
のが基本なので、アクセス権を一
つしか購入していない書籍が貸し
出し中の場合は、電子書籍であっ
ても返却待ちとなります。また、
簡単に選書・購入するための図
書館側専用ストアも用意していま
す」と、その利便性について述べ
ています。

そのほか、図書館側にとっては、
書籍保管スペースも大きな問題
ですが、電子書籍ならその問題
も解決です。貸し出し状況など、
蔵書管理面の効率化も図れます。
しかも、電子書籍の貸し出し期間
である2週間を過ぎると、自動的
に利用者は読むことができなくな
ります。紙の書籍では期限を過
ぎた未返却書籍への対応も大き
な負担でしたが、そういった労力

がなくなることも、普及促進の要
因となりました。

2007年から導入をしている千
代田区立図書館広報の坂巻氏に話
をうかがうと、「床面積が狭く蔵
書数に限りがあるが、電子書籍で
あれば場所をとらずに蔵書を増
やすことができるほか、図書館へ
足を運ぶことが難しい方や、文字
の拡大縮小ができるので、高齢者
や視力の弱い方にも便利です。ま
た、貴重な資料を電子化して収録
できる」と、サービス導入に利点
があると感じているようでした。

利用者にとっての 
メリットと今後の課題

図書館の利用者にとっても電子
図書館サービスは、図書館へ出向
かなくてもいいというメリットの
ほかにも、スマホやタブレット、
パソコンから365日、24時間いつ
でも、どこでも閲覧可能という利
便性があります。そして、何より
返却が不要です。また、坂巻氏も
述べていたように、文字の拡大縮
小や読み上げ機能、自動ページ
送り機能などがある電子書籍は、
高齢者や障がいのある方にとっ
ては非常に大きな魅力です。

ただ、課題はまだまだあると﨑󠄁
山氏は言います。
「現在も多くの出版社様と提携さ
せていただいていますが、
コンテンツの充実度は、
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【図：日本電子図書館サービスのサービスモデル】
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まだ十分とは言えない状況です。
特に新刊は著者の方々の許諾も難
しく、なかなか配信が実現できな
い傾向にあります。昨年から導入
が増えたとはいえ、まだ認知度や、
利用頻度は低いですし、もっと電子
図書館サービスのことを知ってい
ただくための働きかけが必要だと
感じています。『電子』という特長を
活かす意味でも、GIGAスクール
構想などでICT利活用に取り組む
小中学生をターゲットとしたコンテ
ンツ収集、サービスの提供方法を
模索していきたいと思っています」

（﨑󠄁山氏）

※1  電子書籍の利用率は24.2%：インターネッ
トで提供される代表的なサービスのうち、
電子書籍を利用したことがある人の割合〔総
務省情報通信白書（平成28年度版）より〕。

※2  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金：新型コロナ対応に奔走する地方
公共団体の取り組みを支援するために給付
された、地方創生臨時交付金。コロナ対応
のための取り組みである限り、原則、地方
公共団体が自由に使用できる。

※3  プラットフォーム：ある機器やソフトウェア
を動作させるための土台となる環境のこと。

LibrariE（名称及びロゴマーク）は、株式会社日本電
子図書館サービスの登録商標です。

「LibrariE」の選書オーダリングシステム。
図書館側は、書籍のセレクトや購入はこの画面からオーダーする

図書館で利用登録をした利用者は、図書館のサイトにアクセスし、借りた
い本を選ぶ。予約も可能
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